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税関手続申請システムの廃止に伴う関連通達の廃止について 

 

 

 税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）の廃止に伴い、「税関手続申請システム

を使用して行う税関業務の取扱いについて」（平成 15年 6月 30 日財関第 673 号）

及び「税関手続申請システムを使用して行わせることができる税関関係手続等

及び利用申込手続の取扱いについて」（平成 15 年 2 月 28 日財関第 196 号）は、

平成 22 年 2 月 21 日をもって廃止するので、了知の上、貴関職員及び関係者に

周知徹底されたい。 

 

 


